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処分の概要 助産の実施の解除

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第22条

法 令 番 号 昭和22年法律第164号

【基準】

法第22条の規定による。

第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞ

れその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわら

ず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込

みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただ

し、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)

を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の

定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助

産施設は、内閣府令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を

代わつて行うことができる。

3 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第5号の規定による報

告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の

実施の申込みを勧奨しなければならない。

4 都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保

に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管

区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関

し情報の提供を行わなければならない。
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